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女性活躍推進法に基づき、常時 101 人以上の労働者を雇用する
事業主は、次の（1）～（3）を行うことが、義務付けられています。
（労働者が 100 人以下の事業主については努力義務 )

採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）
採用における男女別の競争倍率（区）
労働者に占める女性労働者の割合（区）（派）
係長級にある者に占める女性労働者の割合
管理職に占める女性労働者の割合
役員に占める女性の割合
男女別の職種又は雇用形態の転換実績（区）（派）
男女別の再雇用又は中途採用の実績

男女の平均継続勤務年数の差異
男女別の採用 10年前後の継続雇用割合
男女別の育児休業取得率（区）
一月当たりの労働者の平均残業時間
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間（区）（派）
年次有給休暇の取得率
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男女の賃金の差異

雇用管理区分ごとの有給休暇取得率
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